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洋上風力発電に関する政府方針等

■海洋基本計画 (H30.5.15閣議決定）
○一般海域において洋上風力発電の整備に係る海域の利用の促進を図るため、関係者との調整の枠組を定めつつ、事業者の予見可能性の向上により事業リスク

を低減させる等の観点から、海域の長期にわたる占用等を可能とする制度整備を行い、円滑な制度の運用に努める。

■エネルギー基本計画 （H30.7.3閣議決定）
○価格低下とデジタル技術の発展により、電力システムにおける主力化への期待が高まっている再生可能エネルギーに関しては、経済的に自立し脱炭素化した主

力電源化を目指す。
○陸上風力の導入可能な適地が限定的な我が国において、洋上風力発電の導入拡大は不可欠である。 （中略）地域との共生を図る海域利用のルール整備や系

統制約、基地港湾への対応、関連手続きの迅速化と価格入札も組み合わせた洋上風力発電の導入促進策を講じていく。

■長期エネルギー需給見通し （H27.7経済産業省決定）
○各電源の個性に応じた最大限の導入拡大と国民負担の抑制を両立する。
○自然条件によって出力が大きく変動する太陽光や風力についてはコスト低減を図りつつ、国民負担の抑制の観点も踏まえた上で、大規模風力の活用等により最

大限の導入拡大を図る。

■成長戦略実行計画 （R1.6.21閣議決定）
○欧州でも急速なコストダウンが進む洋上風力発電については、その導入拡大に資する海域利用のルールの適用を図る。

■成長戦略フォローアップ （R1.6.21閣議決定）
○再生可能エネルギーの主力電源化を目指し、コスト競争力・産業競争力の強化と、自立化した電源として電力市場への統合を図るため、固定価格買取制度の抜

本見直しに向けた検討を進めるとともに、洋上風力発電に不可欠な基地港に関する新たな制度の創設などの投資環境整備、立地制約の克服に向けた技術開発
及び安全指針の策定等を進める。

○洋上風力発電や地熱発電など地域ごとの特色ある再生可能エネルギーの地域と共生する形での導入・自治体等と連携した真の地産地消などを通じて、地域の
活性化やレジリエンスの強化を図る。

■経済財政運営と改革の基本方針2019～「令和」新時代：「Society 5.0」への挑戦～ （R1.6.21閣議決定）
○再生可能エネルギーについて、主力電源化を目指し、固定価格買取制度の抜本見直しに向けた検討等を進めるとともに、電力ネットワークの強靱化や、必要な供

給力・調整力の整備を含めた電力投資の確保に向けた仕組みの整備に取り組む。

政府の計画における洋上風力発電の位置づけ

（参考）風力発電設備の規模・特徴 ※直径等は代表的なものを記載。

陸上風力発電（2MW級）洋上風力発電（8MW級）

直径
約80m

直径
約180m

最大高
約120m

最大高
約200m
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洋上風力発電の経済効果
（日本風力発電協会試算）

直接投資 ５～ ６兆円

経済波及効果 １３～１５兆円
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海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港湾）制度の概要①

一般海域の環境アセスの開始時期（累積）

※2019年度は
４月～８月の期間のみ。
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出典：第46回 調達価格等算定委員会（2019年9月24日）資料より

〇洋上風力発電設備の設置及び維持管理に利用される基地港湾の埠頭について、国から再エネ海域利用法の
選定事業者等に対し、長期・安定的に貸し付け、利用調整することにより、洋上風力発電の導入を促進する。

〇港湾区域・一般海域における占用公募制度
※令和元年7月30日公表

(☆)長崎県五島市沖

青森県陸奥湾

長崎県西海市江島沖

(☆)秋田県由利本荘市沖（北側・南側） 新潟県村上市・
胎内市沖

秋田県八峰町・能代市沖

(☆)秋田県能代市・三種町・男鹿市沖

秋田県潟上市沖

（☆）
千葉県銚子市沖

青森県日本海沖（南側）
青森県日本海沖（北側）

第１回 令和元年11月18日

第１回 令和元年10月8日

第１回 令和元年10月8日

第１回 令和元年10月10日

（☆）で示す、協議会設置、国による調査の 準備を直ち
に開始する「有望な区域」（４区域）では、協議会を組織
し、順次会議を開催。

〇既に一定の準備段階に進んでいる区域（１１区域）

＜欧州における基地港湾の利用状況＞



海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾（基地港湾）制度の概要②

〇洋上風力発電設備の設置及び維持管理に利用される基地港湾においては、重厚長大な資機材を扱うことが可
能な耐荷重・広さを備えた埠頭が必要であり、高度な維持管理のほか、広域に展開し、 参入時期の異なる複
数の発電事業者間の利用調整も必要

〇このため、国が基地港湾を指定し、当該基地港湾の特定の埠頭を構成する行政財産について、国から再エネ
海域利用法に基づく選定事業者等に対し、長期・安定的に貸し付ける制度を創設

区域A
(一般海域)

区域B
(一般海域)

区域C
(港湾区域)

基地港

Ａ社
建設

事業者Ａ メンテナンス

事業者Ｂ メンテナンス

事
業
者
Ａ

撤
去

貸付（最長30年間※）

事
業
者
Ｂ

撤
去

Ｘ県 Ｙ県

国が発電事業者Ａ、Ｂ、Ｃの埠頭利用を調整

〇複数事業者による埠頭利用のイメージ ※固定価格買取制度（FIT)における
洋上風力発電の調達期間は最長２０年

岸壁
（国）

荷さばき地
（港湾管理者）

発電事業者

港湾管理者

岸壁
（国）

荷さばき地
（港湾管理者）

貸
付
料

貸
付
料

（
長
期
）貸
付

（
長
期
）貸
付

使
用
料

管
理

委
託

従来新規制度

使
用

許
可

（
短
期
）

発電事業者

〇貸付と使用許可基地港湾のイメージ

タワーブレード ナセル

【組立用、資機材保管用の後背地】
一定の耐荷重と必要な面積の確保

【岸壁前面水域の海底】
・SEP船を支える

一定の耐荷重
【岸壁】
・必要水深・延長確保
・一定の耐荷重〇SEP船※による海上施工の状況

※SEPはSelf-Elevating Platformの略
自己昇降式作業船

発電
事業者A

風車の
設置

発電
事業者B
風車の
設置

発電事業者C
風車の設置

事業者C
メンテナンス
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［令和元年度］基地港湾の指定のスケジュール
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・一定の準備段階に進んで
いる区域を合同会議に基
づく第三者委員会で整理
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改正港湾法
成立後に諮問・付託
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港湾の基本方針の変更ポイントについて

現行の基本方針（R1.6.27告示） 基本方針の主な変更ポイント

Ⅴ港湾の開発、利用及び保全に際し特に考慮する基本的な事項
２ 官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項
（１）バルク貨物等の輸送網の拠点となる港湾（略）

（２）クルーズ船の受入拠点となる港湾（略）

（以下略）

Ⅴ 港湾の開発、利用及び保全に際し特に考慮する基本的な事項
２ 官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項
（１）バルク貨物等の輸送網の拠点となる港湾（略）

（２）クルーズ船の受入拠点となる港湾（略）

（３）海洋再生可能エネルギー発電設備の建設、維持管理等の拠点
となる港湾

－以下事項等の記載を検討。

○ 重厚長大な資機材を扱うことが可能な耐荷重・広さを備えた埠頭

において、発電事業者による発電設備の設置、維持管理及び撤
去にいたるまでの長期・安定的な利用の確保。

○ 国及び当該港湾の港湾管理者は、広域に展開する二以上の発電

事業者と適切な利用調整を行い、埠頭の貸付けによる長期・安定
的な埠頭の利用を確保。

○ 当該埠頭の借受者は、国及び当該港湾の港湾管理者の求めに
応じ、災害等の事由に伴う、借受者以外の第三者の利用に協力。

○ 埠頭の形成に当たって、港湾計画等との整合及び当該港湾にお
ける開発、利用及び保全に係る長期的な指針との調和。

○「Ⅴ 港湾の開発、利用及び保全に際し特に考慮する基本的な事項」－「２ 官民の連携による港湾の効
果的な利用に関する基本的な事項」において、「（３）海洋再生可能エネルギー発電設備の建設、維持
管理等の拠点となる港湾」を追加し、発電事業者による長期・安定的な利用に加え、二以上の発電事業
者との利用調整や災害等の事由に伴う利用の協力等を明示するものである。
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